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研究成果の概要（和文）：経済活動のグローバル化が進む中で消費者がその利益を享受するためには，競争が自由かつ
公正に行われている必要がある。本研究では，食品分野を中心に，取引の公正性及び安全性を確保する法規制のあり方
について，比較法的検討を行い，調査結果を公表するとともに，営業誹謗行為，知的財産権を利用した農産物・食品等
の生産・流通を阻害する行為，買手市場支配力集中の問題，食品流通分野における優越的地位の濫用行為などの具体的
問題について研究し結果を公表した。

研究成果の概要（英文）：Free and fair competition is essential for the consumer to enjoy the benefits of 
the globalised food production and transaction system. The research project focused on the laws and 
regulations aimed at securing fair trade and consumer safety in the food business, and a comparative 
study of the laws and regulations was conducted. The project outcomes include the articles and study 
reports on the regulations of unfair business trading practices, business defamation, buying power, 
market concentration, and the abuse of superior bargaining position.

研究分野： 経済法
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１． 研究開始当初の背景 
 研究開始当初においては、世界的に競争・
貿易が活発となる中で、取引の公正性を確保
するための制度の構築・強化が急務となって
いた。なかでも、競争・貿易・取引を不当に
制限・阻害する行為の規制のあり方や、競争
促進と安全性確保との間でどのようなバラン
スをとるべきかが重要な問題として浮上しつ
つあった。 
 これらの問題は、とりわけ食品分野におい
て顕著にみられた。2011 年 3 月の東北大震
災・原発事故後には、日本ないし東北地方の
食品が市場から排除されるという深刻な事態
が起こった。 
研究開始前までに、情報通信・電子機械分

野の分野等における基準認証制度・標準化制
度については研究調査の蓄積が存在した。こ
れらを利用して、市場構造行動、規制手法等
が異なる食品分野における諸問題を検討する
ことができると考えられた。 
 
２． 研究の目的 
 食品分野を中心に、取引の公正性及び消費
者保護の確保のあり方について国際的比較
法・比較制度研究を行い、立法、解釈又は政
策上の提言を行う。 
 
３． 研究の方法 

 
WTO 法をはじめとする国際法及び実態解明の
必要性を意識しつつ次の研究調査を実施す
る。 
(1) 私法上の不公正取引規制原理について、
日本・英米・大陸法諸国との法制度の比較研
究を行う 
(2) 欧州市場統合下における不公正取引・消
費者法・食品関係法の整合化の試みについて
研究する。 
(3) 食品の安全性確保と競争・貿易の関係に
かかる論文・判例等を批判的に検討する。 
(4) 日本の食品安全性にかかる規制体系を立
体的に再検討する。 
 
 
４．研究成果 
(1) 一般私法上の不公正取引規制のあり方に
ついて、日本における民法改正の動きを踏ま
えながら、EU・英国・オーストラリア・米国
法及び大陸法の比較検討を行った。欧州にお
いては、EU による欧州共通販売法及び消費
者契約規律の動きがあり、これに関連する重
要資料（共通販売法規則草案・消費者保護関
連指令）を翻訳して公表した（その他資料①・
⑤）。また、これらの動きと EU 指令の英国に
おける国内法化ほか受容状況について研究会
において報告を行った（発表②）。 
 
(2) 消費者保護一般に関する EU 指令を翻
訳・公表するとともに（その他資料②・④）、
これら指令の影響下にある英国における消費

者保護制度（一般）について報告した（発表
②）。また、食品及びこれと密に関係する医薬
品分野の EU における消費者保護法制のあり
方を研究調査した。 
 
(3) EU・米国における食品の安全性にかかわ
る規制及び議論状況について調査した上で、
これらに関連して具体的に問題となった取引
制限・競争上の諸問題を検討した。とくに偽
造食品流通問題、食品・遺伝子組換種子等の
種子分野における集中・排除等の諸問題につ
いて論文公表・研究発表を行った（論文③・
⑦、発表⑦）。また、これらの問題と関係性の
深い医薬品について、新薬開発奨励制度とそ
の濫用問題を研究調査し成果を公表した（論
文⑨、発表⑥）。 
 
(4) 日本の食品安全性確保にかかわる法規制
を総合的に再検討した上で、具体的な問題と
して偽造食品、不当表示、営業誹謗行為につ
いて取り上げ、日本法の解釈運用のあり方に
かかる論文を公表した（論文③・⑪、図書③）。
この過程で立法、規制及び法令遵守確保の方
法論を検討する必要性が明らかになったため
に、調査検討を行い、この過程で用いた資料
の翻訳公表や派生的に得られた研究成果の公
表を行った（論文⑥・⑩、図書①）。また、諸
法・政策の中における独禁法の位置づけを再
考し、図書改訂作業に反映させた（図書②）。 
 
(5) 不公正取引について検討する過程で、食
品分野における事業者間取引の不公正性とそ
の規制の問題が日本の内外で大きな注目を集
めるようになった。この問題について、日本
独禁法には優越的地位を濫用する規定がかつ
てから存在し、研究期間中にこの規定に基づ
いて高額の課徴金を課す事例が相次いだ。日
本外でも、英国・フランス・EU・オーストラ
リア等で立法、法改正等の動きがあった。そ
こで、これら事項とこの周辺にある諸問題に
ついて比較・調査し、研究結果を公表すると
ともに、この過程で作成した資料等を公開し
た（論文①・②・④・⑤・⑧、発表①・③・
④・⑤。その他資料③・⑥）。 
 
 食品の安全性に関わる法規制及び食品生
産・流通については、複雑性及び特殊性のた
めに経済法分野においては従来必ずしも十分
に解明がなされてこなかったとみられるとこ
ろ、本研究を通じて、一定程度の知見を得る
ことができたと考えられる。とくに公表した
成果のうち、なかでも論文③、発表②ないし
④及び図書③については、今後の立法・法運
用上重要な成果だという反響が得られている。 
 また、研究期間中に具体的かつ深刻な課題
として浮上した食品分野における事業者間不
公正取引の問題については、英語論文を含む
成果公表を行うことができた。課題の重要性
に鑑みて、公表した成果のうち論文①は国際
的にもインパクトを与えることが、論文②は



国内で一定の貢献となることが予想される。 
 研究の過程で得られた資料については、で
きるだけ公表・共有することを心がけた。国
内でアクセスの難しい情報については、他国
の研究者に協力して論文執筆を依頼し、その
論文を翻訳して公表した。こうして作成され
た資料等のうち論文（翻訳）⑧は日本の経済
法比較研究分野における重要性が高いと考え
られる。その他①ないし⑤についても便宜で
あるという感想が得られている。 
 他方で、国際的な安全性確保のための諸制
度（基準認証、検疫、早期警戒制度等）の実
態調査と提言については、期間中の身体上の
故障とこれに伴う計画変更のために実施する
ことができなかった。WTO 法との関係を含む
国際的な競争・安全性確保のための法制度に
ついても、文献を自身でサーベイするにとど
まり成果公表には至らなかったし、例えば、
どのようにすれば危険性を理由とする国際的
な食品流通阻害問題に対処することができる
のかについて現在ある制度を超えるものを考
案等することができなかった。 
 消費者保護・食品安全性については、表示
のあり方を中心に法改正などがあったにもか
かわらず、時機にかなった形での報告等を行
い得なかったことが反省点である。また、経
済活動の規制及び遵守確保方法のあり方につ
いては、貴重な洞察を得て部分的には結果を
公表することができたものの（図書①等）、本
来の研究目的からすると派生的問題を扱った
ものにすぎないし、全体像や具体的な方向性
を示すには至らなかったという問題もある。
これらの失敗は、今後の研究活動の質・内容
を向上させる上で役立たせていきたい。 
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